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交通と医療・福祉・教育等他分野連携による地域輸送資源のフル活用
他省庁との連携取組について （令和８年４月末時点）

〇 地域輸送資源のフル活用を広く展開していくためには、交通分野に係る全体の計画策定から現場
での実務に至るまで様々な場面で、医療・福祉・教育等各分野の関係者が参画するなど、相互に地
域での議論や意思決定が進められる環境を構築していくことが重要。

〇 このため、国土交通省においては、以下の通り、本省・地方運輸局を挙げて、あらゆる機会を捉
えて関係省庁との連携に積極的に取り組んでいるところ。

会議等参加・施策連携 ・・・＞情報共有・意見交換により連携に向けた具体的取組を推進

「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」 ・・・＞関係省庁参画の下、各分野と交通の連携を議論・指針等を策定

地域における協力の仕組み ・・・＞現場関係者同士の連携・交流を促進

実現会議とりまとめを踏まえ、「地域の公共交通 リ・デザイン連携・協働指針」を策定のうえ、医療（厚労省）、介護・福祉（厚労省）、教育・スポー
ツ（文科省）等の各分野と交通との連携に係る通達をそれぞれ国交省と所管省庁の連名で発出＜令和６年６月28日指針策定、以降随時通達発出＞

地方厚生局と地方運輸局との間において、地方公共団体・事業者等への伴走支援・働きかけ、「福祉×交通」の特設ページからの情報発信、
定期的な意見交換等、両局の協力の下、福祉分野と交通分野の一層の連携強化を図るための「連携協定」を締結
                     ＜中国厚生局×中国運輸局 令和８年１月14日、北海道厚生局×北海道運輸局 令和８年３月30日、関東信越厚生局×関東運輸局 令和８年４月28日＞

「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」において厚生労働省、文部科学省ほか関係省庁の連携の下、デジタルを活用しつつ、交通のリ・デザインと地
域の社会的課題解決を一体的に推進するため議論＜令和5~6年に６回開催＞

厚生労働省医政局「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」において、国土交通省から「新たな地域医療構想と連携した取組」を紹介。検
討会「とりまとめ」において、「医療へのアクセスの確保等のため、公共交通等について、当該庁内の関係部署や関連する市町村、都道府県間での連携
体制の構築」することの重要性等について記載＜令和8年３月３日＞

医療

「地方創生実現のための公共交通ネットワークの再構築を目指す議員連盟」（第22回）に、厚生労働省医政局・老健局、文部科学省初等中等
教育局、スポーツ庁が参加＜令和７年11月11日＞

各省

文部科学省初等中等教育局「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調査研究協力者会議」において、
国土交通省から「交通と教育・医療・福祉等他分野連携による地域輸送資源のフル活用」について取組紹介。 同会議の「議論のまとめ」において、「公
立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」の改定への方向性として、「スクールバスを導入する場合、教育委員会と交通部局等とが連
携し、地域一体となった交通手段の確保策を検討することが重要」である旨記載＜令和８年３月1１日＞

教育

各省

福祉

各省

スポーツ庁「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」において、部活動の地域展開に向け、 「交通部局とスポーツ部
局等との連携による、スクールバス等の活用や地域公共交通との連携」等、部活動場所への移動手段確保の取組例を提示＜令和７年12月22日＞

教育

文部科学省、スポーツ庁、厚生労働省、総務省、住宅局が、「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム 第3回会合に参加。各分野の取組と併せ、
今後の相互連携を一体的に発信＜令和８年２月２７日＞

各省
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地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ （令和8年3月3日）

（出典）令和８年３月３日 厚生労働省「第12回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」資料より抜粋

２．新たな地域医療構想について
（４）関係者に期待される役割等 
また、都道府県庁内の介護関係部署をはじめとして、医療へのアクセスの確保等のため、公共交

通等について、当該庁内の関係部署や関連する市町村、都道府県間での連携体制の構築も求
められる。

５．人口規模に応じた地域ごとの課題について
特に人口の大きな都市部においては、医療資源の差異以外の、交通網の発達等といった様々な
要因により、患者の受診行動が多様となり、区域間の流出入が複雑となっている。また、医療機関
が極めて近接している場合等もあり、区域の境界部にも多くの医療機関が存在するなど、適切な区
域の設定が困難である。流出入率等が一定あることを踏まえながらも、地域での医療提供体制の協
議や必要病床数の運用が可能な単位で、実態を踏まえて適切に区域を設定することが求められる。

６．策定について
（２）構想区域
構想区域の見直しに当たって、当該区域の人口規模等が大きく、交通等の整備状況によっては、
区域内で病床数等の医療資源の偏在等の課題が生じる。また、人口規模等が小さすぎると、多く
の医療が区域内で完結しなくなる。こうした点に留意しながら、都道府県ごとに地域の実態を踏まえ
ながら検討することが必要となる。 
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地域医療の広域再編



「令和の日本型学校教育」を推進する学校の適正規模・適正配置の
在り方に関する調査研究協力者会議 議論のまとめ（令和８年3月11日）

公立小中学校の統廃合
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部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン（令和７年12月22日）

（出典）令和８年２月27日「「交通空白」解消・官民連携プラットフォーム第３回会合」スポーツ庁発表資料 4

部活動の地域展開


	スライド 0
	スライド 1: 交通と医療・福祉・教育等他分野連携による地域輸送資源のフル活用 他省庁との連携取組について
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4

